
　広報ひだか2021.7月号 4

　日高町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難路の確保を目的と
して、ブロック塀等の撤去及び改善に対する補助事業を行っています。

補助の概要
塀の種類

　避難するための道路に面したコンクリートブ
ロック造り、レンガ造り、石造り等の塀

（道路面から高さ0.6m以上で延長2m以上のもの）

補 助 額
①ブロック塀等の撤去【限度額10万円】

撤去に要する費用と面積1㎡あたり８,000円を
比較していずれか少ない金額の2/3

②ブロック塀等の改善【限度額10万円】
ブロック塀を撤去し、引き続き、フェンスや生垣
等の設置に要する費用と延長1ｍあたり16,000
円を比較していずれか少ない金額の2/3

①＋②【最大20万円】

対 象 者
　ブロック塀等の所有者で、町税等を滞納してい
ない方　等

申請期間等
　令和3年12月24日までに申請し、
　令和4年1月28日までに工事が完了すること

お問い合わせ / 総務課（☎63・2051）

ブロック塀等撤去・改善事業について

●内容
　地震による電気火災を防ぐため、感震ブ
レーカ―の設置に対して補助を行います。

●補助限度額
　２万円　
　※分電盤タイプ及び簡易タイプが対象です。

感震ブレーカ―設置事業について
●対象世帯等
　日高町民であり、下記に該当する者のみの世帯
（１）満65歳以上
（２）身体障害者手帳の交付を受けている
（３）療育手帳の交付を受けている
（４）�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる
お申し込み・お問い合せについて
　　窓口：総務課（☎63・2051）
　　締切：令和4年1月28日までに設置が
　　　　　完了していること

※予算に達した場合は申し込みを締め切ります。
※申請の際は、①印鑑、②本人確認書類、③各種手帳、
④設置予定場所が確認できる写真、⑤設置に要する経
費が確認できる書類をご持参ください。

【補助対象となる例】
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お問い合わせ
☎63・3800

住民生活課
お知らせ

ご
み
の
出
し
方
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

下
水
道
へ
の
接
続
は

お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

お問い合わせ
☎63・3805

上
下
水
道
課

お
知
ら
せ

　

下
水
道
の
整
備
が
で
き
て
も
、み

な
さ
ま
に
使
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。下
水
道
事

業
に
加
入
済
み
で
、ま
だ
接
続
工
事

を
さ
れ
て
い
な
い
み
な
さ
ま
は
早
め

に
工
事
を
さ
れ
ま
す
よ
う
、よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、接
続
工
事
は『
日
高
町
排
水

設
備
指
定
工
事
店
』し
か
施
工
で
き

ま
せ
ん
。指
定
業
者
の
中
か
ら
工
事

業
者
を
ご
自
分
で
選
び
、ご
相
談
く

だ
さ
い
。借
家
や
テ
ナ
ン
ト
の
場
合

は
、貸
し
主
と
の
協
議
も
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

家
屋
の
増
改
築
を
し
た
り
、倉
庫

や
物
置
、車
庫
を
新
築（
増
改
築
）さ

れ
る
と
、固
定
資
産
税
の
対
象
と
な

り
、申
告
の
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

家
屋
の
増
改
築
や
倉
庫
な
ど
の
新

築（
増
改
築
）を
さ
れ
た
場
合
は
、お

手
数
で
す
が
、完
成
後
に
税
務
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合

に
は
、滅
失
登
記
等
で
取
り
壊
し
の

把
握
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、滅
失

登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
未
登

記
建
物
に
つ
い
て
は
、適
正
な
課
税

を
お
こ
な
う
た
め
、必
ず
届
出
を
お

こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

建
築
物
の
新
築
・
増
改
築

ま
た
は
取
り
壊
し
を 

        

さ
れ
た
方
へ

　

７
月
20
日（
火
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
、日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か

ら
４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
の
方
々

で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。

　

最
近
、地
元
の
ご
み
カ
ゴ
・
粗
大
ご

み
置
き
場
以
外
の
場
所
に
ご
み
が
棄

て
ら
れ
て
い
た
り
、回
収
で
き
な
い

ご
み
が
棄
て
ら
れ
て
い
る
、と
い
う

通
報
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
み
を
棄
て
る
際
に
は
、収
集
日

程
を
ご
確
認
の
上
、必
ず
お
住
ま
い

の
地
区
が
指
定
す
る
ご
み
集
積
場
所

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、ご
み
の
分
別
に
も
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

お問い合わせ
☎63・3802

税 
務 
課

お
知
ら
せ

　

指
定
工
事
店
は
役
場
Ｈ
Ｐ「
日
高

町
排
水
設
備
指
定
工
事
事
業
者（
一

覧
表
）」（
下
記
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）で
紹
介
し

て
い
ま
す
。
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